
 

本件は、「2020年に向けた実行プラン」に係る事業です。 

「ダイバーシティ 政策の柱１ 子供を安心して産み育てられるまち」 

「2020 年に向けた実行プラン」事業 

 

平成 31 月２月８日 

財 務 局 

福 祉 保 健 局 
 
 

区市町村に都有地の情報を提供しました 
～保育所等整備の一層の推進に向けた都有地の洗い出し～ 

 

 

東京都では、「待機児童解消に向けた緊急対策」（平成 28 年 9 月 9 日発表）に基づ

き、都有地を活用した保育所等の整備を一層推進するため、「都有地活用推進本部」を

設置し、全庁横断的に取組を実施しています。 

都有地活用推進本部では、保育所等として活用可能性がある都有地を全庁的に洗い出

し、定期的に区市町村に情報提供していくこととしています。この度、昨年９月に続き、

内容を更新して区市町村に情報提供しました。 

なお、新たに保育事業者の公募につながった４件の都有地の概要と、これまでの都有

地活用推進本部の取組・実績についても、あわせてお知らせします。 
 

＜添付資料＞ 

○ 別紙１「更新の内容」 

  ・今回新たに情報提供地一覧に追加するもの：２件 

  ・今回情報提供地一覧から除いたもの：１０件 

  （１）新たに保育事業者の公募につながったもの：４件 

  （２）改めて庁内利用や処分等を行うこととしたもの：６件   

○ 別紙２「新たに保育事業者の公募につながった都有地」 

○ 別紙３「区市町村別総括表（H３１.２.８現在）」 

  合  計：２１３件（うち、新規分２件、継続分２１１件） 

○ 別紙４「情報提供地一覧」 

○ 別紙５「これまでの都有地活用推進本部の取組・実績」 
 
＜HP への掲載＞ 

別紙２及び別紙４については、以下の HP に掲載します。 

財務局：http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kouyu/index.html 

福祉保健局：http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/tokyohoikuhourennsou.html 

※本件都有地に関する保育事業者の皆様等からの問合せは、「とうきょう保育ほうれ

んそう」（電話：03-5320-4210）までお願いします。 

 

 

 

【問合せ先】 

（都有地に関すること）   

財務局財産運用部総合調整課 電話 03-5388-2725 

（とうきょう保育ほうれんそうに関すること） 

福祉保健局総務部契約管財課 電話 03-5320-4185 

http://www.zaimu.metro.tokyo.jp/kouyu/index.html
http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/sodan/tokyohoikuhourennsou.html
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別紙５

1　これまでの主な取組

年 月日 内容
情報提供
件数
（新規）

保育所等
公募実施
報告件数

平成28年 「待機児童解消に向けた緊急対策」発表

⇒「都有地活用推進本部」を設置

9月26日 第一回「都有地活用推進本部」開催

財務局所管の未利用都有地を情報提供（第１回） １２１件

「とうきょう保育ほうれんそう」を開設

11月2日 都公有財産ＨＰ　と　関東財務局国有財産情報　を相互リンク

12月26日 東京都の公有財産における公有財産検索機能の追加

平成29年 2月3日 各局等が所管する都有地も新たに追加し、情報提供（第２回） １１１件

2月10日 第二回「都有地活用推進本部」開催

5月26日 都有地情報を更新して提供（第３回） ７件 １件

9月15日 都有地情報を更新して提供（第４回） ７件

11月28日 都有地情報を更新して提供（第５回） ２件 ３件

平成30年 2月2日 都有地情報を更新して提供（第６回） ６件 ２件

2月9日 第三回「都有地活用推進本部」開催

6月1日 都有地情報を更新して提供（第７回） １件 １件

9月14日 都有地情報を更新して提供（第８回） １件 ２件

平成31年 2月8日 都有地情報を更新して提供（第９回） ２件 ４件

計 ２５８件 １３件

これまでの都有地活用推進本部の取組・実績

9月9日

10月18日



別紙５

① 情報提供した都有地における保育所等整備までの流れ 

※転貸型について 

 従来は、都が直接公募を行い、保育事業者に土地を貸し付けてきたが、「待機児童解 

 消に向けた緊急対策」(Ｈ28.9.9）における都有地活用の取組のひとつとして、区市 

 町村の主体的な取組や迅速な整備を一層推進するため、区市町村の適切な関与を条件 

 に、保育事業者への転貸を前提とした区市町村への都有地の貸付けも可能とした。 

＜福祉インフラ整備事業スキーム【転貸型※】の基本的な流れ＞ 

 区市町村への情報提供後は、基本的に「都有地活用による地域の福祉イン

フラ整備事業」（以下「福祉インフラ整備事業」）のスキームを活用し、保

育所等の整備を進めている。 

２ 区市町村における都有地活用の状況 
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別紙５

③　平成30年度以降の実績・見込の内訳　

○本部の取組で情報提供した都有地

番号 所在
土地

面積（㎡）
保育所形態 提供局

予定規模
（公募
ベース）

借受
申請

事業者
公募又
は決定

Ｈ３０ Ｈ３１ Ｈ３２ Ｈ３３

1
杉並区西荻北
二丁目

477.39 認可保育所 水道局 80名 ○ ○ ○

2
中野区野方
一丁目

954.77 認定こども園 警視庁 133名程度 ○ ○ ○

3 日野市大字日野 1,606.00 認可保育所 都市整備局 120名以上 ○ ○ ○

4
国立市中
二丁目

871.67 認可保育所 警視庁
80～90名
程度 ○ ○ ○

5
江東区塩浜
二丁目

434.48 認可保育所 港湾局 70名程度 ○ ○ ○

6
大田区鵜の木
三丁目

864.88 認可保育所 水道局 80名以上 ○ ○ ○

7
中央区日本橋
三丁目

473.72 認可保育所 財務局 60名程度 ○ ○ ○

8
港区南麻布
一丁目

330.04 認可保育所 水道局 60名程度 ○ ○ ○

9
港区海岸
三丁目

981.71 認可保育所 福祉保健局 100名以上 ○ ○ ○

10
江東区森下
三丁目

315.56 認可保育所 財務局 70名程度 ○ ○ ○

11
江東区木場
二丁目

392.43 認可保育所 財務局 60名程度 ○ ○ ○

12
足立区江北
一丁目

753.91 認可保育所 都市整備局
60～120
名程度 ○ ○ ○

13 稲城市大字大丸 約2,516 認可保育所 都市整備局 222名以上 ○ ○ ○

14 ○ ○

15 ○ ○

16 市部(１件) ○ ○

計Ａ 16件 13件 １件 ５件 ９件 １件

○本部発足以前に情報提供等を行った都有地等【参考】

1
台東区鳥越
二丁目

266.02 認可保育所 水道局 90名 ○ ○ ○

2
豊島区西池袋
一丁目

※215.88 認可保育所 主税局 20名 ○ ○ ○

3
東久留米市
中央町二丁目

2,610.66 認可保育所 都市整備局 130名程度 ○ ○ ○

4 文京区大塚三丁目 653.02 認可保育所 都市整備局 100名程度 ○ ○ ○

5
足立区千住
一丁目

611.36 認可保育所 財務局
60名以上
100名以下 ○ ○ ○

6
国立市北
三丁目

1,500.02 認可保育所 都市整備局 120名程度 ○ ○ ○
※定期建物賃貸借契約（豊島合同庁舎内）

計Ｂ ６件 ６件 ３件 ３件 ０件 ０件

Ａ＋Ｂ 22件 19件 ４件 ８件 ９件 １件

進捗状況 開設予定年度

区部(２件)

待機児童緊急対策で導入した「転貸」

も活用し、区市町村に貸付けを行い、

保育所等の整備を予定している件数 

公募開始前であるため未公表 



別紙５ 

３ 「とうきょう保育ほうれんそう」の実績 

①「とうきょう保育ほうれんそう」の概要 

○東京都では、都有地を活用した保育所等の整備を推進するため、副知事 

をトップとして全庁横断的な「都有地活用推進本部」を設置 

 

＜都有地活用推進本部の主な取組内容＞ 

   ➢活用可能な土地を全庁的に洗い出し、区市町村に情報提供 

   （区市町村に情報提供した都有地情報は、ホームページで公開） 

   ➢民間保育事業者や区市町村からの照会や提案に回答する窓口 

「とうきょう保育ほうれんそう」を開設 

 

 

 

 

「とうきょう保育ほうれんそう」 

⑦活用可能な都有地について、区市町村等への貸付けに向けた各種調整を実施。 

 



   別紙５ 

②「とうきょう保育ほうれんそう」の実績と調整等 
  
「とうきょう保育ほうれんそう」では、民間事業者や区市町村等から

の提案や照会に回答するほか、以下のとおり「都有地活用による地域の

福祉インフラ整備事業」のスキームに則って、土地の状況確認等にも積

極的に関与するなど、保育所等の整備促進に向けた調整も機動的に実施

している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都有地の情報提供（都⇒区市町村）【情報をホームページでも公表】 

活用の意向あり（区市町村⇒都） 

土地の状況確認等（都⇔区市町村） 

【「とうきょう保育ほうれんそう」で土地の状況確認や課題整理、区市町村との調整を実施】 

土地の借受申請（区市町村⇒都） 意向取り下げ（区市町村⇒都） 

整備計画の作成、住民説明等（区市町村） 

事業者公募・決定（区市町村） 申請取り下げ（区市町村⇒都） 

土地の貸付（都⇒区市町村⇒事業者） 

工事着工・竣工・開設 

「とうきょう保育ほうれんそう」では、公表した都有地等に 
 
ついて、民間事業者や区市町村等からの問い合わせを受け、 
 
回答。 
 
  また、未公表の都有地についても照会を受けた際は都有地 
 
の利用状況等を確認し、活用の可否について回答 
 

 ● 受付実績 １２２件（平成 30年 12月末日時点） 


